
飾区子育て支援行動計画（後期計画） 

概要版 

伸び伸びと健やかに育っていく一人ひとりの子どもたちやその保護者を 

地域社会全体で支えていくために、 飾区子育て支援行動計画を策定します。 

子どもの幸せを第一に考え、地域社会全体で子育てをあたたかく見守り支えて 

いくとともに、家庭や地域の子育て力を高めていく。 
＊この理念は、前期計画策定にあたって定めたものを後期計画にあたっても継承しています。 

１．計画の位置づけ 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画とし、平成 17 年度から 21 年度までの前期

計画を継承し、子育て支援の充実と発展を目指します。 

児童福祉法に定める「市区町村保育計画」と「 飾区保健医療計画（母子保健）」については、

本計画に包含されます。 

２．計画期間 

全計画期間は平成 17 年度から 26年度までの 10 年間です。平成 21 年度に前期計画の見直

し作業を行い、平成22年度から26年度までの5年間の後期計画を策定しました。 

17 年度            22 年度            26 年度 

３．計画の推進 

（１）計画の周知  

関係者、関係団体への周知をはじめ、広報誌やHPへの掲載等により、広く計画を周知します。 

（２）区民や民間団体との協働  

家庭、学校、地域、企業、行政などが連携・協力するとともに、地域で子育て支援に取り組むNPO

や子育て支援グループなどとの協働を進めます。 

（３）子育て家庭のニーズや保育需要を捉えた事業の推進  

本計画に定める主な事業の推進を基本とし、子育て支援の視点から必要とされる事業を取り入れな

がら進めていきます。 

（４）施策の実施状況の把握と評価指標に基づく評価  

毎年度、計画の進捗状況の把握・点検を行い、事業の成果を表す指標の活用やアンケート調査の実

施により、事業の成果について評価をしていきます。 

（５）次世代育成支援推進協議会の設置  

本計画に位置付ける施策の進捗管理や推進のために次世代育成支援推進協議会協議会を設置します。 

前期計画（17年度～21年度） 

計 画 の 考 え 方  

後期計画（22年度～26年度） 

基本理念 



飾区子育て支援行動計画の体系  

基本理念       基本目標            重点的な取り組み                 主な事業 

（１）仕事と子育ての両立支援 認可保育所 

認証保育所 

家庭福祉員 

認定こども園の設置 新 

延長保育事業 

病児保育事業 新 

病後児保育事業（施設型・訪問型） 

休日保育事業 

私立幼稚園2歳児受入れの実施 

私立幼稚園での預かり保育事業 

特定保育事業 

夜間保育所の設置 新 

(仮称）子育て送迎ステーション 

の設置 新 

学童保育クラブ事業  

（２）在宅の子育て家庭への支援          一時保育事業（施設型・訪問型） 

ファミリーサポートセンター事業 

ショートステイ事業 

トワイライトステイ事業 

育児支援訪問事業 

子育てひろばの実施 

（３）保育サービスの質の確保           第三者サービス評価の実施 

（１）母子の健康の推進              安全･安心な妊娠・出産を 

迎えるための環境づくり 新 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 新 

育児支援に重点をおいた乳幼児健診 

親と子の心の健康づくり 

乳幼児の事故予防対策 

乳幼児の急病時応急対策 

はしかの予防対策 

結核の予防接種 

アレルギー相談の実施 

アレルギー性疾患に関する 

知識の普及啓発   

栄養教育の実施 

親と子の食育推進事業 新 

すくすく歯育て支援事業 新 

母親健康診査 新 

子ども医療費助成の実施 

（２）児童虐待の防止               虐待防止早期支援事業 

グループワークの実施 

育児支援訪問事業（再掲） 

要保護児童対策地域協議会 

虐待相談の実施 

ショートステイ事業（再掲） 

見守りサポート 

子どもと親に対する支援の実施 

配偶者暴力防止事業 新 

（仮称）子ども総合センターの整備 

  （１）企業の取り組みの支援            企業向けセミナーの実施 

中小企業のための仕事と生活の 

調和応援事業 新 

（２）地域の社会資源の活用            子育て支援活動の拠点整備 

児童館での保育ボランティア等の 

活用 新 

（３）地域の人材育成               かつしか区民大学 新 
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２．子どもが健康に育つまち 

保育計画 

３．子どもの成長をみんなで

支えるまち  



基本目標            重点的な取り組み                    主な事業 

（１）子どもの安全を守る                安心・安全な公園づくり 

公園の安全点検 

子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援 

  （２）親と子どもが外出しやすい              あんしん歩行エリア整備事業 

 道路や施設環境の整備          「だれでもトイレ」の設置 

（仮称）子育て支援ガイドブックの作成 新 

歩道勾配改善事業 新 

「おむつ替え」や「授乳スペース」の設置 新 

（３）まちづくりや子どもの遊び場づくりに        子どもと子育て中の親の意見を 

子どもや子育て中の親の参画の推進               取り入れた児童館づくり 

あんしん歩行エリア整備事業（再掲） 

（１）確かな学力の定着                 わかる授業の推進 

授業時数と学習機会の確保 

総合的な学習の時間の充実 

情報教育の充実 

読書指導・学校図書館の充実 

（２）豊かな心の育成                  家庭教育の充実 

いじめ・不登校への対応 

セーフティ教室の実施 

健全育成、生活指導の充実 

部活動の充実 

                        （３）健やかな体の成長                 体力の向上 新 

食育の推進 新 

子ども食育クッキング等の実施新 

総合型地域スポーツクラブ事業 新 

アレルギー疾患をもつ 

児童・生徒への対応 新 

（４）良好な教育環境の整備               特色ある学校づくりの推進 

教職員の資質・能力の向上 

学校評価制度の推進 

学校地域応援団の推進 新 

（１）親が子育てを学ぶ機会の提供            母親学級・ファミリー学級 

・休日パパママ学級 

ブックスタート事業 

親の学びのプログラム 

（２）相談や出会いの場の提供              育児グループの育成・支援 

子育てひろばの実施（再掲） 

子ども家庭支援センター 

悩みごと相談の実施 

                                                  児童館における乳幼児や 

                                                     保護者への育児支援の充実 新   

（３）次の親世代の育成                 乳幼児とのふれあい体験の推進 

（４）年代や興味・関心に応じた               乳幼児の利用に配慮した遊び場づくり 

さまざまな子どもの居場所づくり           わくわくチャレンジ広場（放課後子ども事業） 

地域の子ども会活動の充実 

青少年対象事業の実施 

図書館のヤングアダルトコーナーの充実 

中高生の地域参画の推進 

ボランティアの奨励 

児童館でのあそびの広場（小学生）の拡充 新 

児童館での中高生の居場所づくりの充実 新

（１）ひとり親家庭への支援               ひとり親家庭の総合支援の実施 

母子生活支援施設の建替え 新 

（２）特性に合わせた支援が必要な            子ども発達センター 

子どもへの支援           ふれあい交流の実施 

疾病・障害の早期発見・早期対応 

障害乳幼児療育施設利用者の負担軽減 新

４．子どもの安全・安心が保

たれるまち  

６．親と子どもがともに学び

育つまち 

５．子どもの心身が健やかに

成長するまち 

７．一人ひとりの特性に配慮

するまち 



子育ての第一義的な責任はそれぞれの保護者にありますが、その保護者を、地域社会、企業等、行政（区）が

支えていくという意識をあらわすものとして、基本目標を「まち」という表現に統一しています。 

多様な保育サービスのニーズに応えることで、子育てと仕事が両立しやすい環境を整備していきます。また、

すべての子育て家庭を視野に入れた保育サービスの展開や質の確保と向上を図ります。 

重点的な取り組み （１）仕事と子育ての両立支援 （２）在宅の子育て家庭への支援 （３）保育サービスの質の確保 

妊娠期から学童期、思春期に至るまで、母子の健康を支えるための健診体制等の充実を図るとともに、児童虐

待の防止対策に取り組みます。

重点的な取り組み （１）母子の健康の推進 （２）児童虐待の防止 

子どもの成長を地域社会でも支えられるよう、子育てがしやすい就労環境やワークライフバランスの普及啓発

に取り組むとともに、企業や商店街、ＮＰＯなどさまざまな方々が子育てのサポーターとなるような人材育成に

取り組みます。 

重点的な取り組み （１）企業の取り組みの支援 （２）地域の社会資源の活用 （３）地域の人材育成 

親も子も安心して生活が送れるよう、生活環境の整備や公共的建築物や街路等のバリアフリー化に取り組みま

す。また、子どもが交通事故や犯罪に巻きこまれないような、地域の見守りも促進します。 

重点的な取り組み （１）子どもの安全を守る （２）親と子どもが外出しやすい道路や施設環境の整備  

          （３）まちづくりや子どもの遊び場づくりに子どもや子育て中の親の参画の推進 

子どもたちの知性・感性・品性をはぐくみ、豊かな人間性と人格を兼ね備えた人として成長できるよう、学校

での教育環境を整備していきます。 

重点的な取り組み （１）確かな学力の定着 （２）豊かな心の育成 （３）健やかな体の成長  

（４）良好な教育環境の整備 

子育て中の親が親として成長していくことを支援するため、また、子どもを支える地域社会がより豊かなもの

となるため、子どもから高齢者までそれぞれのライフステージにあわせた学びの場づくりに取り組みます。また、

子育ての悩みなどを気軽に相談できる人と人とのつながりをつくります。 

重点的な取り組み （１）親が子育てを学ぶ機会の提供 （２）相談や出会いの場の提供 （３）次の親世代の育成 

（４）年代や興味・関心に応じたさまざまな子どもの居場所づくり 

一人ひとりの「ちがい」を尊重しながら子育てが進められるような体制を整備します。とりわけ、社会の支援

が必要な、障害のある子ども、ひとり親家庭の子どもなどが安心できるような体制づくりを進めます。 

重点的な取り組み （１）ひとり親家庭への支援 （２）特性にあわせた支援が必要な子どもへの支援 

基本目標と行動方針  

基本目標１．子育てを支えるまち 

基本目標３．子どもの成長をみんなで支えるまち

基本目標４．子どもの安全・安心が保たれるまち

基本目標５．子どもの心身が健やかに成長するまち

基本目標６．親と子どもがともに学び育つまち

基本目標７．一人ひとりの特性に配慮するまち

基本目標２．子どもが健康に育つまち


